
 

（別紙：参考） 

 

○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年９月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（抄） 

（変更点は下線部） 

現行 改正案 

第一 基準の性格   

  略 

第二 総論 

 １ 略 

 ２ 用語の定義 

  (1) 略 

  (2) 略 

  (3) 「常勤」 

    当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を

基本とする。）に達していることをいうものである。同一の事業者に

よって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の

職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものに

ついては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべ

き時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする

。（以下略） 

 略 

第一 基準の性格   

  略 

第二 総論 

 １ 略 

 ２ 用語の定義 

  (1) 略 

  (2) 略 

  (3) 「常勤」 

    当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を

基本とする。）に達していることをいうものである。ただし、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（

平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第

１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者について

は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は

、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱う

ことを可能とする。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務

であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支え

ないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が

常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満た

すものであることとする。（以下略） 

 略 

 

以下の基準においても上記と同様の基準改正の予定 

 

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成12年３月17日老企第43号老人保健福祉局企画課長通知） 

○ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成12年３月17日老企第44号老人保健福祉局企画課長通知） 

○ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第1 3 0条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

運営に関する基準について（平成12年３月17日老企第45号老人保健福祉局企画課長通知） 


